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枚方市空家等対策計画の基本的事項について（案） 

 

１．計画で定める事項                                     

 

（１）計画の方向性 

項目 計画案 

① 課題 ・空き家・空き地を発生させない取り組みの推進 

・空き家・空き地の活用 

・空き家・空き地に対する効果的な対策の実施 

・市民にわかりやすい対応窓口の整備と推進体制の確立 

② 基本目標 安全で安心して暮らすことができる快適で良好な生活環境が確保されたまち 

③ 基本方針 基本方針①・・・空き家・空き地の発生の未然防止と所有者等による管理の促進 

基本方針②・・・空き家・空き地の活用 

基本方針③・・・管理不良な空き家・空き地の解消の促進 

基本方針④・・・市民等からの相談体制の整備 

 

（２）計画の基本的事項 

項目 計画案 備考（考え方等） 

① 目的 空き家・空き地の適正管理の促進や活用を図

ることにより、市民が安全かつ安心に暮らす

ことができる生活環境を確保するとともに、

地域の活力を高め、魅力あるまちづくりを推

進することを目的とします。 

管理不良な空き家・空き地への対策

と利活用施策を含めた計画とする。

（空家等対策の推進に関する特別

措置法第 6条第 1項の規定に基づく

計画とする。） 

② 計画期間 5年間（H29年度からH33年度まで） 

※必要に応じて適宜見直し 

空き家・空き地への対策は、中長期的に

取り組むべきものである一方、社会状況

等の変化に速やかに対応し、対策を講じ

ていく必要があることから、計画期間を

5年間とする。 

③ 計画の 

対象 

・法に規定する空家等 

・条例に規定する空き地及び空き長屋 

・その他住宅や店舗等の建築物 

条例に規定する空き地や空き長屋

についても計画の対象とする。 

④ 計画の 

対象区域 

市域全域 空き家・空き地に関する通報・相談

は市域全域から寄せられているこ

とから市域全域を計画の対象区域

とする。 

⑤ 計画の 

位置づけ 

「第５次総合計画」の方向性に従い、分野別

行政計画として位置づけ 

 

 

（３）計画の進行管理 

項目 計画案 

① 計画の推進体制 ○枚方市空き家対策検討委員会○ 

庁内委員会である「枚方市空き家対策検討委員会」で、空き家・空き地に

関する施策について、総合的な調整を行い、空家等対策計画を推進する。 

○枚方市空家等対策協議会○ 

市長・有識者・不動産関係者・福祉関係者・関係行政機関の職員などの

委員で構成している「空家等対策協議会」では、特定空家等及び特定空き

地等に該当するか否かの判断、措置の方針など個別案件への対応に関する

こと、空家等対策計画の推進に関すること等について協議を行う。 

② 進行管理の手法 計画の進行管理については、施策・事業の進捗状況等について、「枚方市空家

等対策協議会」に報告し、意見・提言を受けるとともに、ホームページ等で

公表する。 
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２．計画の構成                                      

 

 

  第１章 計画の基本的事項 法による「計画に定める事項」該当箇所 

  ○計画作成の背景 

○計画の目的 

○計画期間 

○計画の対象 

○計画の区域 

○計画の位置づけ 

「空家等対策の対象地区、種類

その他基本的な方針」の一部 

 

「計画期間」 

   

  第２章 現状と課題 法による「計画に定める事項」該当箇所 

  ○人口と世帯 

・人口と世帯の推移 

・人口の将来推計 

○住宅総数と空き家数 

 （平成 25年度住宅・土地統計調査より） 

○空き家・空き地に関する相談等の状況 

○空家等の実態調査 

・調査の目的と概要 

・調査期間 

・調査区域と調査対象 

・調査方法 

・調査の結果 

（空家数、空家率、市域分布、  建築物用途別に見た空家数など） 

○空き家・空き地の課題 

「空家等対策の対象地区、種類

その他基本的な方針」の一部 

 

「空家等の実態調査」 

   

  第３章 基本目標と基本方針 法による「計画に定める事項」該当箇所 

  ○基本目標 

○基本方針 

○主体別の役割 

「空家等対策の対象地区、種類

その他基本的な方針」の一部 

   

  第４章 空き家・空き地に関する施策 法による「計画に定める事項」該当箇所 

  ○空き家・空き地の発生の未然防止と  所有者等による管理の促進 

○空き家・空き地の活用 

○管理不良な空き家・空き地の解消の促進 

○市民等からの相談体制の整備 

「所有者による適切な管理の

促進」 

 

「空家等及び跡地の活用」 

 

「特定空家等への措置等」 

 

「住民等からの相談の対応」 

   

  第５章 計画の推進 法による「計画に定める事項」該当箇所 

  ○計画の推進体制 

○計画の進行管理 

「実施体制に関する事項」 

 

「その他の事項」 

 

 

具体的な施策 

目標と方針 

現状と課題 

背景・目的 

推進 


